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               第１章 人材育成の基本的な考え方 

 

１ 人材育成基本方針の目的・意義 

 

地方分権の進展、少子高齢化、住民意識・生活様式の多様化など、美郷町を取り巻く環境は

急速かつ大きく変化し、役割も拡大する一方で、地方経済の停滞、人口減少、財政難など厳し

い状況の中にもあります。こうした中でまちづくりを進め、時代のニーズに応じた行政活動を

安定的に行っていくためには、今後の地域・民間・行政の在り方、役割分担を考えながら、よ

り簡素、効果的で持続可能となる行政経営に取り組む必要があります。 

この成否を握る資源として「人」「モノ」「金」「情報」「時間」がありますが、これらの資源

を使うのは「人」であり、最も重要なものです。そして「人」は成長により、さらに大きな成

果を生みだします。昨今の状況では「モノ」「金」の大量投入は不可能であり、また「人」の投

入も困難な中では、「人」による組織づくりは一層重要度を増しています。 

人材育成は、即効性や問題の直接的解決策ではありませんし、効果が直接見えないため、仮

に今手抜きをしてもすぐに困るものではないかもしません。しかし、今後の行政水準・サービ

スを大きく左右するのは「人」であり、長期的・総合的視点に立ち、今から地道に取り組んで

いくべき課題です。 

美郷町の第１次長期総合計画では、「水と緑 いきいき輝く 夢あふれる協働のまち」の基本

理念のもと、「自ら考え行動する、自立・自律のためのまちづくり」・「住民と行政の協働と補完

によるまちづくり」・「地域の個性を生かす連携によるまちづくり」の３つのまちづくり基本方

針を掲げたところです。 

これらのまちづくりを行っていくため、職員は、プロの自治体職員・住民に最も身近な行政

活動の実践者として、効果的・効率的な行政経営のための能力開発一層行い、組織は、今後の

行政活動を踏まえながら、職員を育成、支援する方策を積極的に行なうことで、職員と組織が

共通の認識を持って、弾力的な組織体制づくりに取り組むことになります。 

人材育成に全庁的・継続的に取り組むための第一歩として本方針を策定します。 

 

２ 基本的な考え方 

 

自治体には民間組織にはない、法令制度上の位置づけ、制約が多々あります。これは、自治

体職員の職務は、それだけの制度を要するほど重要であり、責任が大きいということです。 

地方自治及び地方公務員制度の趣旨を踏まえ、行政目的の達成と職業生活を通じた自己成長

との調和の観点を持って取り組みます。 

 

■ 公共性・住民ニーズ・社会情勢に対応する行政活動、サービスを継続的に行なっていく

ことが目的です。 
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■ 組織目標と自己成長を求める職員の要請の調和を図り、職員の意欲能力の向上を通じた

組織力の発揮・向上が目的です。 

■ 自治体職員として多くの時間を過ごす職員に対して、職業生活を通じた地域社会貢献と

自己研鑽の支援が目的です。 

 

 

３ 行政経営の基本方針 

 

第１次長期総合計画における基本的考え方「住民とともに歩む行政づくり」のもと、次の基

本方針で行政経営を行っていきます。 

 

■住民との情報共有を積極的に進めます 

地域課題の発見から政策立案、事業の実施に至るまで、多くの住民の参画による行政 

経営を進めるため、わかりやすく、迅速な行政情報の公開・発信に取り組みます。 

■住民の視点に立ち、質の高い行政サービスを提供します 

 地域の主役である住民の立場に立った行政経営を進めるため、住民との対話を大切 

にし、住民参加を促しながら、満足度の高い行政経営に取り組みます。 

■目標と成果を重視し、経営効率の高い組織をつくります 

   まちづくりの目標を住民と共有し、実践した取り組みの検証、改善を行うことで、政 

策推進と財政健全化のバランスのとれた行政経営に取り組みます。 

 

 

４ 目指す職員像 

 

幅広く、時代によって変わる行政活動では、多様で幅広い人材が求められます。また、職員

には、様々な特性があり、ひとつの形や画一的な形には収まりません。 

職員自身が、「こういうふうに働いていきたい」「こういう職員になりたい」という職員像を

主体的にもって、仕事や研鑽に取り組むことが基本です。 

多様な人材と組織の総合力によって、行政経営に取り組んでいきます。 

 

■公務に従事する者としての意識と責任を持って、職務に取り組む職員 

○職務、問題を理解し、説明責任を果たす 

○困難なことでも努力し、地道に取り組む 

○人間的成長を指向し、自己研鑽、挑戦に努める 

○明るく人間味溢れ、協調性をもつ 

■サービス提供者として、行政サービスの向上に取り組む職員 
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○住民と対話、交流し、協働して取り組む 

○住民の立場になり考え、職務を行う 

○問題意識を持って、職務に取り組む 

○課題を発見し、施策や事業を作り出す 

■専門労働者として、職務に求められる目的、水準を達成、維持する職員 

○正確な知識と豊富な経験で、業務を着実に遂行する 

○得意分野を持ち、頼りになる 

○職務を客観視し、責任を持って自律的に取り組む 

○コスト意識と経営感覚をもつ 

 

 

５ 必要となる役割・行動・能力 

 

職員は、異動、昇格や様々な職務経験から得た知識技術はもちろん、様々な研修、自主的な

能力開発などで、職責に応じた力を発揮していくことになります。 

 職責に応じた相対的な役割等は、以下のとおりです。 
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職級 主な役割・行動 役割・行動を支える能力・意識 

課 

長 

級 

課の統括者・立案、執行の責任者 

・全庁的な政策形成に参画し、町政方針を実現する。 

・組織力を発揮し、職務遂行を統率する。 

・町政方針に基づき目標と課題を示す。 

・課を統率し、立案、執行、評価を行う。 

・課員育成をリードし、環境（雰囲気）づくりを行う。 

課 

長 

補 

佐 

級 

課の総合調整者・職務の管理者 

・課長をサポートし、課の目標達成・課題解決を遂行し、

進行管理を行なう。 

・課内、関係機関、対外的な調整を行う。 

・方針を的確に把握し、職務を遂行する。 

・課の方針の実践に向け、課員の指導育成を行う。 

係 

長 

級 

 

日常事務の運営、執行者 

・担当事務を把握・総括し、目標を掲げ、遂行する。 

・課の方針に基づき、具体的な企画提案を行う。 

・係員・メンバーと方向・目標を共有し、職務を遂行する。

・事務を通じ係員の指導育成を行う。 

主 

任 

級 

日常事務の効果的・専門的遂行者 

・高度な専門実務を処理し、課題を発見し、具体的な改善・

解決策を提示する。 

・後輩に実務的な指導を行うとともに、係内の状況を把握

し、事務の応援をする。 

・必要な改善を進言する。 

主 

任 

主 

事 

主 

事 

級 

日常事務の自立的遂行者 

・担当業務を理解し、日常事務を正確迅速に行ない、改善、

工夫を行う。 

・組織の一員としての意識、感覚を身につけ、取り組む。 

・職務に必要な知識や技術の習得に自発的に取り組む。 

・係内の他事務を把握し、応援する。 

行政運営 ～組織運営・政策形成・危機

管理・経営､コスト感覚・財務運営～ 

行政機関として、ものごとの妥当性や適

否を判断し、目的達成のため総合的見地

から運営、組織統率する。 

企画 ～状況把握と分析・課題発見・事

業計画立案・プレゼン・進行管理～ 

課題発見や目的達成のため、現状分析や

有効な方策の提案、選択するとともに、

次の改善へつなげていく。 

対人 ～交渉､調整・チームワーク・自己

主張・指導力・接遇～ 

職務遂行や職場運営のため、良好なｺﾐｭﾆｹ

ｰｼｮﾝを維持し、必要な調整、協調や交渉、

説得を行う。 

地域理解 ～地域事情・交流（地域内外・

民間）・協働～ 

地域の状況、事情や社会・広域的な状況

を把握し、理解、交流を通じて協働、仕

事へつなげていく。 

実務 ～専門知識・法務・事務処理・資

格取得・ＯＡ技能・創意工夫～ 

業務に必要な知識等を身につけ、工夫改

善し遂行する、法的視点から事務を捉え

る。 

公務マインド ～公務意識・法令遵守・

人権感覚・自己管理・社会常識～  

全体の奉仕者、公務の意義を認識し、使

命感とプロ意識を持って仕事に取り組

む。 

この表は、第２章－１（職員研修からのアプローチＰ１０）の研修体系とリンクしています。 
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更なる能力等

の向上 
更なる能力等 

の向上 

連携・補完 

目的意識 

動機づけ 

職場環境 人材活用・事務事業 

第２章 人材育成の方策 

 

人材育成にあたっては、「育成の時間的余裕やノウハウがない」、「いろいろなことを学んでみ

たいが、どういった項目・制度があるのかわからない」、「研修等を受けられる状況や環境にな

い、職場・職員間で温度差がある」、「研修等の成果が業務に活かしきれていない」といった意

見や、効果の分かりづらさといった面もあります。 

しかし、「人」は最も重要な資源であり、様々な方策の実施を通じて、方策の優先度、有効性

を判断し、取り組んでいかねばなりません。 

人材育成が効果を発揮するには、職員の「意欲」・「気づき」・「自発性」が重要であり、「自学」

を支援、促進する方策を実施します。また、人材育成は特定の手法のみで行えるものではない

ため、主体である職員、実践の場である職場、調整する人材育成担当課の各々が役割分担し、

３つの視点からの取り組みを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 職員研修からのアプローチ 

 

職員研修は、教育啓発によって職員の意欲能力を高める人材育成の基本的手法です。参加に

あたっては、現状の課題や現場との接点を考えて参加し、終了後は研修内容を仕事にフィード

バックしていくことで、本人の定着と組織での共有・蓄積も考えられます。 

地方公務員法第３９条第３項に基づく研修に関する基本的な指針として位置づけ、職員の自

主性を重視した、情報提供や選択型研修、階層別研修の充実に取り組みます。 

 

直接的 

取 組 

間接的 

取 組 

人材育成に取り組むための支援 

職員の意欲能力を活かした事務事業 

職場研修 職場外の研修 

自己啓発 

☆研修の基本指針・計画 

人材育成の方策（イメージ） 
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■■  自自己己啓啓発発  

職員が自分に必要な知識や能力について自ら認識し、自分の意志をもって能力開発のために、

仕事、研鑽へ取り組んでいくことです。 

自己啓発は人材育成の最も基礎であり、その促進を図り、支援を行うことで、職員の意欲能

力も醸成し、行政事務全体の理解や新たな課題発見につながる方策に取り組みます。 

 

（実施）各種制度、講演会、研修機会、などの情報提供（庁内ＬＡＮの活用） 

（実施）自主的研修メニューの企画応募、支援 

（実施）地域活動への参加啓発 

（実施）パソコンを利用したｅ‐ラーニング 

（検討）援助制度（資格取得・通信教育）、自主研究グループ、活動への支援 

（検討）自己啓発結果の把握・活用 

（研究）研修アドバイザー、キャリアアドバイザー窓口 

 

■■  職職場場研研修修（（ＯＯnn  tthhee  ＪＪoobb  ＴＴrraaiinniinngg））  

主に職場において、日常の仕事の各場面を通じ、又は仕事を関連させながら必要な知識や技

能等を教えることです。ＯＪＴでは文章やマニュアルといった成文化された知識とともに、慣

行、コツ、ノウハウ、感覚といった成文化が難しい知識・技術を継承していくことも重要です。 

事務の法的枠組みや課題点、関連する事務や制度など職務・行政全体の理解へつながるＯＪ

Ｔの実施に取り組みます。 

 

（実施）管理者等のＯＪＴ実践研修（階層別研修） 

（実施）職場内学習会の開催の推奨 

（実施）異動・新任職員への業務説明・引継ぎ 

（検討）ＯＪＴ情報、他自治体情報、ＯＪＴマニュアルの提供 

（検討）研修情報（職場外研修、担当業務研修の資料・成果）の共有化 

 

■■  職職場場外外研研修修（（ＯＯffff  tthhee  ＪＪoobb  ＴＴrraaiinniinngg））  

本来の事務から離れて、一定期間に集中的・体系的に知識技術を習得するもので、異なる所

属の職員と相互に意識啓発も行われます。 

職員・職場のニーズ、中長期課題・時代ニーズを踏まえたメニューや意欲能力を高める研修

や自主性を重視した選択研修の充実に取り組みます。業務にどのように活かされるか、現場と

の接点を考慮した企画を実施します。また、従来の島根県自治研修所への委託による研修体制

から、市町村で構成する島根県市町村総合事務組合が主体となる研修体制へ移行し、市町村ニ

ーズに応じた研修体系・メニューの検討も行われる予定であり、単独実施が困難な美郷町の希

望メニューの反映に努めます。 
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（実施）特別研修（特定の課題や能力への対応）の選択実施、情報提供 

（実施）社会情勢、職員・職場ニーズを反映したプログラム 

（実施）職務階層による基本研修と特別研修、選択研修 

（実施）集合研修の定期的実施（外部（住民、企業）講師、行政・職場課題） 

（実施）島根県市町村総合事務組合（島根県自治研修所）との連携 

（検討）専門研修の体系化（配置との関連） 

（検討）研修で得た知識・成果等のフィードバック（データベース、職務への活用） 

 

■■  派派遣遣研研修修  

 通常とは異なる環境の中で経験を通じ、人的交流を広げ、広域的課題の把握、自分や所属組

織を客観・相対化して見る貴重な機会となります。派遣研修の実施は現在難しい面もあります

が、実施する場合は、趣旨・目的を示し、機会の公平のもと実施します。 

 また、１～２週間程度で行われる市町村アカデミー等の研修については、職員に向け情報提

供を行い、公平な参加機会のもと、定期的な研修実施に努めます。 

 

（研究）国、県への派遣（人事交流） 

（研究）自治大学校等への派遣 

（実施）市町村アカデミー、全国市町村国際文化研修所等の情報提供、公募、定期的実施  

  

■■  研研修修体体系系・・メメニニュューーのの提提示示、、充充実実（（ＰＰ１１００））  

「基本となる研修」「研修の趣旨や効果が期待できるか」、「必要となる能力等を磨き、発揮す

るための研修」、「今後重要度が増すと考えられる研修」の観点から研修体系・メニューを作成

しました。これらを基本とする計画をたてて、単独での実施は困難なメニューについても、各

機関が実施する研修の利用やこれらのメニューを含む研修機会の情報提供を行い、研修メニュ

ーを充実し、実施していきます。 
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財務知識 財務会計事務研修 財務諸表研修

コスト感覚 経営分析講座 行政評価研修

【　階層別研修　】 危機管理 情報管理研修 苦情・トラブル対応研修 危機管理講座 　事務引継・説明

　トップセミナー 政策形成 政策形成・立案研修 政策法務講座 行政評価研修 　図書等貸出

　課長研修 組織運営 マネジメント講座 ＯＪＴ実践研修 職場活性化講座（組織論等） 　職場内学習会

　課長補佐研修 状況把握､分析 情報活用力向上研修 業務・制度紹介（組織横断）
メディアチェック・インターネット
活用策

　研修情報の共有

　係長研修 課題発見 事務の再点検・再発見 マーケティング研修 コンサルティング力養成研修 　自主研究グループ

　中堅職員研修 事業･計画立案 職員提案制度 課題解決力向上研修 企画力養成研修 　自主学習支援

　一般職員第Ⅱ課程研修 プレゼン プレゼンテーション研修 職員提案制度 稟議時の説明 　制度・研修等の情報提供

　一般職員第Ⅰ課程研修 進行管理 進行管理手法研修 行政評価研修 　自主企画研修

　採用２年目研修 チームワーク レクリエーション コーチング研修 コミュニケーション力養成 　研修参加エントリー

　新規採用職員研修 交渉･調整 折衝・交渉力向上研修 心理学 会議進行・運営研修 　研修企画案募集

自己主張 ディベート研修 プレゼンテーション研修 心理学 　横断的対応（連携・ＰＴ）

【　選択研修　】 指導力 コーチング研修 マネジメント講座 ＯＪＴ実践研修 　事務協力体制

　選択研修（係長級） 接遇 接遇指導者研修 苦情・トラブル対応 接遇マニュアル 　ＯＪＴの実践・支援

　選択研修（中堅） 地域事情 町政基礎知識研修
外部講師（外から見た役場・行
政）

職場体験（異業種） 　キャリアアドバイス

　派遣研修（市町村アカデミー等） 交流 内外地域行事への参加 異業種・他団体との交流 ボランティア  　異動モデル

　 協働 地域担当制度 地域づくり塾 情報公開（発信）講座

【　所属課での研修　】 ＯＡ
システム研修（財務会計・文書
管理・庁内ＬＡＮ）

執務マニュアル
情報化対応研修（地方自治情
報センター）

　担当事務研修 専門知識 事務別研修
事務・制度の紹介・学習会（組
織横断）

内部講師

　専門事務研修 法務 行政法・民法講座 法制執務研修

資格取得 取得支援制度 選択講座（担当以外も） 通信教育・放送大学

事務処理 庁内基本事務研修 課題解決力向上研修 文書作成研修

公務意識 地方自治法・地方公務員法 公務員倫理

法令遵守 地方自治法・地方公務員法 自治体法務研修

人権感覚 人権同和問題研修 セミナー・講演会

自己管理 健康診断 メンタルヘルス研修 キャリアデザイン研修

社会常識 各種セミナー・講演会
教養講座（市町村総合事務組
合）

　研修体系（項目）

要素に対応する研修等基本となる研修
自己啓発・支援の方策
（検討項目含む）

能力
意識

構成する要素

実務

公務
マインド

行政運営

企画

対人

地域理解
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２ 職場環境からのアプローチ 

 

組織の風土や職場の雰囲気は、職員の勤務、自己啓発意欲に大きな影響があります。目的は

もちろん、組織が何を重視するか（価値観）、どういう考え方をするか（思考様式）、どういう

仕事の進め方をするか（慣行、行動）などが、職員に共有されることから、職務遂行のみなら

ず人材育成の観点からも重要です。 

管理者の率先や日頃からのコミュニケーション、仕事以外の事情把握により、より良い職場

環境となるよう取り組みます。 

 

■■  学学習習をを奨奨励励すするる職職場場  

 管理者を中心に職場全体がこうした職場づくりを自らの職務としてとらえ、自己啓発、研修

に取り組むことを奨励する雰囲気、協力体制づくりのための方策に取り組みます。 

 

（実施）管理者・周囲への呼びかけ促進 

（実施）管理者の学習への取り組み、職員の自己啓発の奨励 

（実施）研修等に参加しやすい協力体制 

（実施）図書の閲覧、貸し出し 

（実施）職務関連学習会の奨励 

（実施）職員提案制度 

（実施）地域担当職員制度 

  

■■  ココミミュュニニケケーーシショョンンのの充充実実ししたた職職場場  

 職員が意見交換し、提案できる機会や雰囲気を確保することは、組織の活性化には不可欠で

す。仕事上の課題や情報を課員全体が把握し、考えるための取り組みを充実します。 

 

（実施）課内・係内会議 

（実施）課・係の枠組みを超えた課題・業務のグループ会議、情報共有、連携。 

（実施）事務の目的、目標、課題の提示、共有 

（実施）庁舎内ＬＡＮを活用した、情報提供、意見募集・意見交換 

（検討）事務知識の共有化（庁内ＬＡＮの利用） 

  

■■  意意欲欲能能力力をを発発揮揮でできき、、働働ききややすすいい職職場場  

職員が心身ともに元気にやる気を持って、能力発揮し、職務遂行をするため、働きやすい環

境やフォロー体制づくりに取り組みます。 

 

（実施）労働安全衛生委員会 
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（実施）特定事業主行動計画（育児支援、超過勤務縮減、休暇取得促進など） 

（実施）異動にあたってのフォロー 

（検討）メンタルヘルスの対応（研修・予防・対処策など） 

（研究）職員相談窓口 

（研究）職場診断表（業務・課題・改善策など）の作成、活用 

 

 

３ 人材活用・事務遂行からのアプローチ 

 

職員と組織は車の両輪ともいえ、職員と組織が一緒に回転し、進んでいくことで組織や業務

全体の活性化が図られます。また、「人は仕事を通じて育つ」と言われるように、職務経験は育

成の主要な場であり、幅広い行政事務の知識・技術は、実際の仕事を通じて身についていき、

潜在的資質の発見にもつながります。 

職員が意欲能力や職務経験を有効に活かし、組織力を発揮していくため、人材活用と事務事

業を関連させながらの取り組みを行います。 

 

■ 職員提案制度 

職員の得意分野や日常業務、事務事業などについて、所属、役職、年齢を問わず、改善点や

アイデア、構想など職員自らの提案を出すことができる制度です。多彩な発想を引き出すとと

もに、それらの提案を精査し、業務の企画、実践や改良に活用することで、行政サービスの向

上、業務改善へとつなげていきます。 

 

■ 庁内募集・庁内プロジェクトチーム 

職員の意欲能力が有効に発揮できるよう、新たな課題、資格や能力が必要となるような分野

について、広く職員から募集、任命し、プロジェクト行う方策を実施します。 

その課題に意欲能力を持つ職員が対応することで、様々な知識を吸収、深めることができる

とともに、組織横断した連携、チームワークによる効果が発揮できます。基本の組織機構を変

更しないで対応できることも、小規模自治体にとってのメリットです。 

 

■ 異動希望調査 

異動にあたり、周期的に希望調査（自己申告）を行い、組織機構のバランスや計画的な異動

といった点を踏まえ、異動にあたって考慮します。その際は調査書の項目を検討し、本人の考

え等が把握できるようにし、その内容の取り扱いについては十分注意を払うこととします。 

 

■ 目的・目標の明確化・共有化 

具体的な目的・目標を掲げて、仕事に取り組むことで、職場の活性化につながり、より効果
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的な事務を行うことになります。また、結果を検証していくことで、見直しによる改善や新た

な課題発見につながり、政策形成力の充実につながります。 

 このためには、これらが組織・職場内で共有・把握されることが重要であり、各事務で設定

するほか、各種計画での目標、会議での決定事項の周知を行います。 

 

■ 当町規模では課題面もあり、業務内容・組織機構を踏まえ、今後研究していく項目 

職員の異動モデル（ジョブ・ローテーション） 

多くの職務を経験することは、組織や仕事の全体像を把握し、より幅広い視点から仕事の意

味を理解し、課題や状況変化への対応力を養ううえで有効であり、職員にとっては自身の適性

や異動の把握の参考になります。 

例えば、次のようなローテションが想定できます。 

①採用～１０年間程度での異動や中間層での異動といった階層による基本的なモデル。 

②高度・専門化し、変化する施策や事務等へ対応する、一定の職務・関連分野の範囲を中心

に異動するモデル 

 

 スペシャリスト職員の育成 

今日の状況は、多くの職務分野（技術分野に限らない）で専門的な知識・技術を持つ職員の

育成の必要性が高まってきており、専門的職員の育成が重要視されています。また、これら専

門分野の先輩職員の知識・経験等の継承も課題です。 

スペシャリスト職員の育成にあたっては、ジョブ・ローテーションや希望調査との調整や、

専門分野の施策形成、その職務の重要性を踏まえた異動や職階などの検討が必要です。 
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                  第３章 人材育成の推進体制等 

 

１ 推進体制等 

 

人材育成は、将来に向かって継続して取り組んでいくもので、いろいろな場面での積み重ね

が職員と組織の力となっていきます。次のような役割分担のもと、それぞれの立場から主体的

な取り組みを行っていきます。また、各種方策は後方支援であり、活用することで、より充実

していきます。また、逆に言えば、各種方策を利用できなくても、意欲を持って仕事に取り組

むことで、自己成長につながります。時代に対応したより有効な人材育成策を展開していくた

め、各種方策の振り返りを通じて、３年を目途に本方針の見直しを行います。 

 

■ 方針の見直し 

課長会議、行財政改革推進本部会議により、見直しを行ないます。必要に応じて作業部会・

プロジェクトチームにより検討を行います。 

 

■ 研修計画の作成 

地方公務員法に基づく研修に関する基本的指針として位置づけ、研修を計画します。 

 

■ 役割分担 

リーダー（町長、副町長、教育長） 

組織の責任者として、町の方針、目標に向かって、政策を執行します。責任者の考えを職員

に示し、人材育成に向けてリーダーシップを発揮します。 

 

管理者（課長・課長補佐） 

職員育成を重要な職務ととらえ、指導助言や適切な仕事の割り振りにより、職員が意欲的に

仕事、研鑽ができるようにします。また、自己研鑽活動を奨励し、業務での協力体制や働きや

すい環境づくりに取り組みます。 

 

職員 

主体的に自己研鑽に取り組み、ＯＪＴを実践します。また、職員同士で連携、協力し、メお

互いの自己研鑽活動への支援や、働きやすい環境づくりを行います。 

 

人材育成担当課 

人材育成・能力開発について情報の収集・提供を行い、研修などを計画、実施します。また、

労働安全衛生委員会、特定事業主行動計画を通じて職員、職場、組織の取り組みを調整します。
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